
法

律

平成™�年˜˜月™˜日 金曜日 (号外第™œŸ号)官 報

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す

る
者
に
よ
る
資
金
等
を
提
供
さ
せ
る
行
為
）

第
二
条

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う

と
す
る
者
が
、そ
の
実
行
の
た
め
に
利
用
す
る
目
的
で
、

資
金
若
し
く
は
そ
の
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
（
資

金
以
外
の
土
地
、
建
物
、
物
品
、
役
務
そ
の
他
の
利
益

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
勧
誘
し
、
若
し
く
は

要
請
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
資

金
又
は
そ
の
他
利
益
を
提
供
さ
せ
た
と
き
は
、
十
年
以

下
の
懲
役
又
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

第
六
条
中
「
又
は
第
三
条
」
を
「
か
ら
第
五
条
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
及
び
第
三
条
」
を
「
か
ら
第
五
条
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
条
中
「
前
二
条
」
を
「
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条

を
加
え
る
。

第
四
条

前
条
第
一
項
の
罪
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的

で
、
こ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
資
金
又

は
そ
の
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
を
提
供
し
た
者

は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

２

前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

第
五
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
衆
等
脅

迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
実
行
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も

の
と
し
て
、資
金
又
は
そ
の
他
利
益
を
提
供
し
た
者
は
、

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

２

第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
衆
等
脅
迫
目

的
の
犯
罪
行
為
の
実
行
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と

し
て
、資
金
若
し
く
は
そ
の
他
利
益
の
提
供
を
勧
誘
し
、

若
し
く
は
要
請
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ

れ
ら
の
資
金
又
は
そ
の
他
利
益
を
提
供
さ
せ
た
者
も
、

前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

前
二
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
七
条
」に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
）

２

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政

令
第
三
百
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供

等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
百
十
三
号

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の

提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供

等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等

の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律

第
三
条
を
削
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
削
り
、同
条
第
一
項
中「
情
を
知
っ

て
、」を
削
り
、「
資
金
」
を
「
こ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
、資
金
又
は
そ
の
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

２

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
実
行
を
容
易
に
す

る
目
的
で
、
当
該
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
に
係

る
前
項
の
罪
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
資
金

又
は
当
該
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
実
行
に
資

す
る
そ
の
他
利
益
を
提
供
し
た
者
は
、
七
年
以
下
の
懲

役
又
は
七
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
当
該
公
衆

等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
に
係
る
同
項
の
罪
を
実
行
し

よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
罪
の
実
行
の
た
め
に
利
用
す

る
目
的
で
、
そ
の
提
供
を
受
け
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

３

前
項
後
段
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
罪

を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
実
行
の
た
め
に
利

用
す
る
目
的
で
、
資
金
若
し
く
は
そ
の
実
行
に
資
す
る

そ
の
他
利
益
の
提
供
を
勧
誘
し
、
若
し
く
は
要
請
し
、

又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
資
金
又
は
そ

の
他
利
益
を
提
供
さ
せ
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て

「（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す

る
者
以
外
の
者
に
よ
る
資
金
等
の
提
供
等
）」を
付
す
る
。

第
二
十
四
条
第
三
号
の
二
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の

犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る

法
律
」
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の

資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
ヘ
、
ト
及
び
リ
並
び
に
同
条
第
四
号
の
二

中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

３

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金

等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
前
段
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条

第
一
項
（
資
金
等
の
提
供
）
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の

罪
の
未
遂
罪
の
犯
罪
行
為
（
日
本
国
外
で
し
た
行

為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て

行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た

り
、
か
つ
、
当
該
行
為
地
の
法
令
に
よ
り
罪
に
当

た
る
も
の
を
含
む
。）に
よ
り
提
供
さ
れ
、
又
は
提

供
し
よ
う
と
し
た
財
産

第
十
条
第
一
項
中
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為

の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
資
金
」
を
「
公
衆
等

脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の

処
罰
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

前
段
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
罪
の
未

遂
罪
の
犯
罪
行
為（
日
本
国
外
で
し
た
行
為
で
あ
っ
て
、

当
該
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
た
な

ら
ば
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
地
の

法
令
に
よ
り
罪
に
当
た
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
提
供
し
よ
う
と
し
た
財
産
」

に
、「
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
資

金
」
を「
同
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
前
段
、

第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
罪
の
未
遂
罪
の

犯
罪
行
為
に
よ
り
提
供
し
よ
う
と
し
た
財
産
」
に
改
め

る
。別

表
第
七
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
十
五

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の

資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
二
条

か
ら
第
五
条
ま
で
（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行

為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
る
資
金
等
を
提

供
さ
せ
る
行
為
、
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為

を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
よ
る
資
金

等
の
提
供
等
）
の
罪

法
務
大
臣

上
川

陽
子

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
百
十
四
号

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項
中
「
次
条
及
び
第
七
十
六
条
の
三
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
四
に
お
い
て
」
を
削
り
、「
次
条
及
び
第
七
十
六
条
の
三
」を「
次

条
第
四
項
及
び
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
の
四
を
第
七
十
六
条
の
五
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
災
害
時
に
お
け
る
車
両
の
移
動
等
）

第
七
十
六
条
の
六

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
こ
れ
に
隣
接
し
若
し
く
は
近
接

す
る
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
道
路
に
お
け
る
車
両
の
通
行
が
停
止
し
、
又
は

著
し
く
停
滞
し
、
車
両
そ
の
他
の
物
件
が
緊
急
通
行
車
両
の
通
行
の
妨
害
と
な
る
こ
と
に
よ
り
災
害
応
急
対
策
の
実

施
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
緊
急
通
行
車
両
の
通
行
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
に
つ
い
て
そ
の
区
間
を
指
定
し
て
、

当
該
車
両
そ
の
他
の
物
件
の
占
有
者
、
所
有
者
又
は
管
理
者
（
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
車
両
等
の
占
有
者
等
」

と
い
う
。）に
対
し
、
当
該
車
両
そ
の
他
の
物
件
を
付
近
の
道
路
外
の
場
所
へ
移
動
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
指
定
を
し

た
道
路
の
区
間
に
お
け
る
緊
急
通
行
車
両
の
通
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。
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